
森づくり課

総務担当

4305

番号 事業名 会計 款 項 目 説明事業

A38
林業事務所費 林業費 林業振興費 林業事務所運営費

なし 挑戦項目   

分野施策 040938 県産木材の利用拡大と林業の振興

１　事業概要 ５　事業説明

２　事業主体及び負担区分

３　地方財政措置の状況

　なし

４　事業費に係る人件費、組織の新設、改廃及び増員

予算額

財　　源　　内　　訳

一般財源
使用料・手数料 財産収入

決定額 5,070 18 37 5,015 △108

前年額 5,178 18 37 5,123

平成29年度予算見積調書
課室名:

担当名:

内線: (単位：千円)

一般会
計

農林水
産業費

事 業
期 間

平成10年度～ 根 拠
法 令

森林施策の推進を図るために必要な林業事務所の維持管
理を行う。

（１）林業事務所運営費　　　　　　　　3,261千円
（２）被服費　　　　　　  　　　　　　　 90千円
（３）林業事務所備品購入費　　　　　　1,719千円

（１）事業内容
　　ア　林業事務所運営費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3,261千円
　　　　光熱水費・修繕費・通信運搬費、ＮＨＫ受信料、ゴミ処分代、浄化槽管理委託費、修繕費ほか
　　　　       　　　
　　イ　被服費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　90千円
　　　　作業衣、防寒衣、作業靴、安全靴

　　ウ　林業事務所備品購入費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,719千円
　　　　公用車の更新　　　　　　　　　　　　　　　　　　             　　

（２）事業計画
　　　林業事務所の維持管理を行うことにより、管内（北足立郡市、秩父郡東秩父村、児玉郡市、大里郡市、
　　　北埼玉郡市、南埼玉郡市及び北葛飾郡市）の森林の保全、木材利用の推進、治山事業の推進等を行う。

（３）事業効果
　　　適切に林業事務所の維持管理を行うことにより、森林施策の推進を図ることができる。

（４）県民・民間活力、職員のマンパワーの活用、他団体との連携
　　　管内市町村・企業・団体等と連携し、森林の保全、木材利用、治山事業、造林技術の研究等の森林施策
　　を推進している。

（県10/10）

　9,500千円×1人=9,500千円

前年との
対比

― 農林部 A38 ―
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